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＜申告書にマイナンバー（個人番号・法人番号）の記入が必要になります＞ 
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申告のお願い 

 日頃は、当町税務行政に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、地方税法第３８３条の規定により、大口町内に事業用の資産（自己の使用する

ものだけでなく他人に貸し付けているものも含みます。）を所有されている方は、毎年

１月１日（賦課期日）現在の事業用資産（償却資産）の状況について１月３１日までに

申告しなければならないことになっております。 
 つきましては、『償却資産申告書及び種類別明細書』を作成し、期限内に提出してく

ださいますようお願いします。 
 窓口にお越しいただくことができない場合は郵送でも申告できますが、受付した申告

書控えの返送を希望される方は返信用切手及び封筒を同封してください。なお、個人番

号の記入がある申告書控えを返送する場合は、安全性を考慮し、個人番号を見えないよ

うにした上で申告書控えの写し等を返送しますので、ご承知おきください。 
 また、ｅＬＴＡＸ（エルタックス）による電子申告の受け付けができます。ｅＬＴＡ

Ｘのご利用に関するお問い合わせは、ｅＬＴＡＸホームページ（地方税ポータルシステ

ム）をご覧ください。 
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１ 償却資産の範囲 

 
  固定資産税でいう償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができ

る資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所

得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものをいいます。 
  ただし、鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産及び自動車税並びに

軽自動車税の課税客体であるものは除きます。 
【固定資産税の対象となる償却資産の例】 

資産の種類 内    容    説    明 

第１種 

構  築  物 
土地に定着した 

土木設備・工作物等 

舗装路面、門及び塀、貯水池、屋外排水溝、消火

栓装置、庭園、緑化設備の外構工事、井戸、防壁、

鉄塔、看板（広告塔等）、ビニールハウス 等 

建物付属設備 

建 物 附 属 設 備 

建物所有者が施工した建物附属設備等で家屋と

して評価するもの以外の設備 

受変電設備、予備電源設備 等 

建物の所有者と異

なる者（テナント）

が施工した設備 

賃借人（テナント等）が施工した内装・造作や建

築設備等で事業の用に供することができる資産

については賃借人の償却資産として申告する必

要があります。 

第２種 機械及び装置 

製 造 機 械 設 備 

金属製品製造設備、電気機器製造設備、繊維製品

製造設備、食肉加工設備、食品製造設備、その他

製造機械設備 等 

工 作 機 械 旋盤、フライス盤、ボール盤 等 

搬 送 設 備 クレーン、コンベヤー 等 

自走式作業用機械 

ブルドーザー、パワーショベル、農業用機械（ト

ラクター、コンバイン等） 等 

※軽自動車税の対象となる資産を除く 

その他機械装置  

第３種 船     舶 ボート、漁船、釣り船 等 

第４種 航  空  機 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等 

第５種 
車 両 及 び 

運  搬  具 

大型特殊自動車、動力運搬車、手押し車 等 

※自動車税、軽自動車税の対象となる資産を除く 

第６種 
工具・器具 

及 び 備 品 

工    具 
測定工具、検査工具、治具、取付工具、金型、 

木型、ドリル、カッター 等 

器 具 ・ 備 品 

電気機器（冷蔵庫・クーラー・テレビ等）、 

ガス機器、事務機器（椅子、机等）、通信機器、

理・美容機器、医療機器、陳列ケース、その他の

器具備品 等 
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２ 課税の対象となり申告しなければならない資産 

 
  固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供する

ことができる有形減価償却資産のことで、概ね次の資産が申告の対象になります。 

（１）取得価格１０万円未満（平成元年４月１日より平成１０年３月３１日までに取得

した資産にあっては２０万円未満）のものであっても、税務会計上固定資産勘定に

資産計上しているもの。 

（２）企業会計上、簿外資産として取扱われている資産であっても、賦課期日（１月１

日）現在事業の用に供されているもの、又は供しうるもの。 

（３）法定の減価償却が終わって、帳簿上は残存価格又は備忘価格のみが計上されてい

る資産であっても、事業の用に供しているもの。 

（４）遊休・未稼働の資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、事業

の用に供することができる状態にあるもの。 

（５）企業会計上、建設仮勘定で計上されている資産であっても、その全部又は一部が

現に事業の用に供されているもの。 

（６）減価償却を行っていない資産でも、本来減価償却を行うことができるもの。 

（７）割賦購入資産で割賦代金が完済されていないため売主に所有権が保留されている

資産については、原則として買主が申告してください。 

（８）資産の所有者が、他のものに貸付けてその貸付け先で事業の用に供されている資

産。ただし、その所有者が資産の貸付けを業としている場合は、貸付けられた資産

が貸付け先で事業の用に供されていると否とにかかわらず申告が必要です。 

（９）資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得としてみなされますので、本体

とは別に申告が必要です。 

（10）美術品等は、国税において減価償却資産として取り扱われるものについては、申

告が必要です。 

 
３ 申告の必要がない資産 

 
（１）小額資産 

 ア 耐用年数１年未満の償却資産又は取得価格が１０万円未満の償却資産で、税務会

計上、一時に損金算入しているもの。ただし、経理上資産として計上し、個別に償

却している場合は、固定資産税の対象となり申告が必要です。 

 イ 取得価格が２０万円未満の償却資産で、税務会計上３年間の均等償却（一括償却）

を選択したもの。ただし、一括償却を選択しないで、個別に償却している場合は、

固定資産税の対象となり申告が必要です。 

（２）既に税金の対象となっているもの。（家屋、自動車税、軽自動車税） 

（３）無形減価償却資産（例えば、特許権、利用権、ソフトウェア等） 

（４）繰延資産 
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４ 建築設備の家屋と償却資産の区別 

 
  固定資産税の取扱い上、家屋と一体となっている電気設備、給排水設備、ガス設備、

空調設備、厨房設備、間仕切り等内装設備などは通常家屋に含めて評価しますが、こ

れらの設備を賃借している家屋に取り付けた場合は、償却資産として申告が必要とな

り、その設備の所有者への課税となります。 
 

設 備 区 分 償 却 資 産 と し て 取 扱 う も の 家屋として取扱うもの 

呼出信号設備 

及び拡声装置 

マイクロホン、拡声器、増幅器、混声器、演奏器

等 
電鈴、ブザー、配線、配管 

電気時計装置 
時計本体、充電器、蓄電池、継電器、 

タイムレコーダー等 
配線、配管 

冷暖房設備 
ルームクーラー、パッケージエアコン、独立煙突

及び煙道等 

家屋と構造上一体となった

空調設備一式 

換 気 設 備 扇風機、ウィンドクーラー、工業用送風装置等 換気扇、ベンチレーター 

給排水設備 井戸、屋外給排水設備、量水器、事業用給水設備 屋内のもの 

給 湯 設 備 
湯沸器、局所式給湯器、局所式給湯のボイラー及

び付属品等 

中央式給湯設備のボイラー

及び貯湯槽 

ガ ス 設 備 屋外供給本管、メーター、事業用ガス設備一式 屋内配管 

消 火 設 備 ホース、ノズル、手堤式消火器、屋外の消火栓等 

屋内に取り付けられた消火

栓、スプリンクラー、ドレ

ンチャー 

運 搬 設 備 
ベルトコンベアー、気送管設備の気送子、ホイス

ト等 

リフト、エレベーター、 

エスカレーター、気送管、 

メールシュート 

サービス設備 厨房設備（造り付けのものを除く）、洗濯設備等 造り付けの調理台・流し台 

劇場特殊設備 移動性の舞台設備、映写設備等 造り付けたもの 

銀行・店舗等 

の 設 備 

営業台、商品販売台、陳列棚、スクリーン、カウ

ンター等で容易に取外しのできるもの 

大型金庫扉、固定された営

業台 

店舗及び事業用 

造 作 設 備 

事務所、店舗等の簡易間仕切り（通常ボトル締め

で床に固定してあるものであっても撤去・付設の

できるもの） 

家屋と構造上一体性の強い

もの 

上屋・キャノピー 

車庫・倉庫等 
周壁が３方未満で独立したもの 

周壁を３方以上備え、外界

と遮断された空間を有する

もの 

そ の 他 
看板、広告塔、門塀、庭園、人工芝、防火壁、 

日よけ等 
避雷設備一式 
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５ 固定資産税（償却資産）について 

 

（１）納税義務者 

  賦課期日（令和８年１月１日）現在における償却資産の所有者が納税義務者になり

ます。 

（２）税率 

  税率は１．４％（標準税率）です。 例えば、課税標準額が１５０万円の場合は、

年税額は２１，０００円となります。 

（３）納期 

  年税額は、４月、７月、１２月及び翌年２月の年４回に分け、土地及び家屋の固定

資産税と併せて納付していただきます。 

（４）免税点 

  償却資産としての課税標準額の合計が１５０万円に満たない場合は、償却資産に対

する固定資産税は課税とはなりませんが、価格等の決定は原則として市町村長が行い

ますので、資産の多少にかかわらず、必ず、申告をお願いします。 

（５）課税台帳の閲覧 

  原則、毎年４月１日から役場の税務課窓口において課税台帳の縦覧を行います。 

  ※本人確認のできるもの（免許証等）を持参してください。 

（６）非課税の適用を受ける資産 

  非課税の適用を受ける資産は、地方税法第３４８条に規定されています。 

  また、その適用にあたっては、種類別明細書への当該資産の記載とともに添付書類

が必要となりますので、役場の税務課固定資産税グループまでお問い合わせの上、申

告してください。 

 

（７）国税との主な違いについて 

項   目 
国税の取り扱い 

（法人税法・所得税法） 
地方税の取り扱い 
（固定資産税） 

計 算 の 基 準 日 決算期（事業年度） １月１日（賦課期日） 

減価償却の方法 定率法、定額法の選択制度 定  率  法 

前年中の新規取得資産 月 割 償 却 半 年 償 却 

圧 縮 記 帳 認められています 認められていません 

特別償却・割り増し償却 

（租税特別措置法） 
認められています 認められていません 

増 加 償 却 認められています 認められています 

評価額の最低限度 備忘価格（１円）まで 取得価格の１００分の５ 

改良費の評価方法 合算して評価 区分して評価 
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（８）課税標準の特例を受ける資産 

  課税標準の特例の適用により固定資産税が軽減される資産は、地方税法第３４９条

の３及び同法附則第１５条等に規定されています。 

  また、その適用にあたっては、種類別明細書への当該資産の記載とともに添付書類

が必要となりますので、役場の税務課固定資産税グループまでお問い合わせの上、申

告してください。 

【課税標準の特例（一部抜粋）】 
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設備の種類 特例率 適用期間 添 付 書 類 

汚水・廃液処理施設 １／２ 

期限なし 

処理施設設置届出書の写し 

処理過程図等の写し 

下水道除害施設 ４／５ 
下水道管理者の検査済証の写

し 

雨水貯留浸透施設 １／３ 県知事の許可書の写し 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備 

太陽光発電設備 

1,000kw 未満 ２／３ 

取得後、 

課税され 

ることと 

なった 

年度から 

３年度分 

再生可能エネルギー発電設備

認定通知書の写し 
1,000kw 以上 ３／４ 

風力発電設備 

20 kw 未満 ３／４ 再生可能エネルギー事業者支

援事業費補助金交付決定通知

書の写し 20 kw 以上 ２／３ 

地熱発電設備 

1,000kw 未満 ２／３ 

再生可能エネルギー発電設備

認定通知書の写し 

1,000kw 以上 １／２ 

バイオマス発電

設備 

10,000kw 未満 １／２ 

10,000kw 以上 

20,000kw 未満 

（木竹又は農産

物関係） 

２／３ 

(６/７) 

中小企業等経営強化法に規定する認定

先端設備等導入計画に従って取得した

機械装置等 

（上記において一定の要件に該当する

場合） 

１／２ 

(１/４) 

取得後、 

課税される 

こととなっ 

た年度から 

３年度分 

（同５年度

分） 

先端設備等導入計画の認定通

知書、申請書の写し 

先端設備等に係る投資計画に

関する確認書の写し 

従業員へ賃上げ方針を表明し

たことを証する書面の写し 



（９）短縮耐用年数、増加償却の取り扱い 

 ア 短縮耐用年数について 

   法人税法又は所得税法に規定される短縮耐用年数の制度は、固定資産税において

も適用されますので、国税局長が承認した「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し

を添付の上、申告してください。 

 イ 増加償却について 

   法人税法又は所得税法に規定される増加償却の制度は、固定資産税においても適

用されますので、税務署長に届け出た「増加償却の届出書」の写しを添付の上、申

告してください。 

（10）不正申告又は虚偽の申告 

  正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第３８６条及び大口町税条例

第６８条の規定により、10 万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第

３６８条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。また、虚

偽の申告をした場合は、地方税法第３８５条の規定により、１年以下の懲役又は 50

万円以下の罰金を科されることがありますので、ご承知おきください。 

（11）申告内容の確認調査 

  申告された後、地方税法第３５３条及び同法第４０８条の規定に基づいて、実地調

査及び帳簿確認調査を行っています。その際は、ご協力をお願いします。なお、検査

拒否にあたる場合には、地方税法第３５４条の規定により、１年以下の懲役又は 50

万円以下の罰金を科されることがあります。 

  また、地方税法第３５４条の２の規定に基づき、所得税又は法人税に関する書類に

ついて閲覧を行うことがあります。 

これらの調査の結果、申告がされていない場合や申告内容に誤りがあった場合は、

修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は資産取得年月に応じて遡

及（最大５年度。ただし、偽りその他不正の行為による場合は７年度）することがあ

りますので、あらかじめご承知おきください。 
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６ 記載要領等 
 

（１）提出書類 

  償却資産の申告は、「償却資産申告書（償却資産課税台帳）」「種類別明細書（増加

資産・全資産用）」の２種類を１組として提出してください。 

 ア 申告書及び明細書は、提出用・控え用それぞれに記入し、提出用を役場の税務課

固定資産税グループまで提出してください。 

 イ 窓口にお越しいただくことができない場合は郵送でも申告できますが、受付した

申告書控えの返送を希望される方は返信用切手及び封筒を同封してください。 
   なお、個人番号の記入がある申告書控えを返送する場合は、安全性を考慮し、個

人番号を見えないようにした上で申告書控えの写し等を返送しますので、ご承知お

きください。 
（２）償却資産申告書（第２６号様式）について 

 ア 令和７年度の申告で、全資産の明細が把握できた方（事業主） 

 （ア）「申告者の取得価額（イ）」欄は、明細書記載に基づいて電算処理により価額が

打ち出してあります。 

 （イ）部分訂正は、電算処理により打ち出してある該当部分を抹消して、その上段に

記入してください。 

 イ 令和７年度の申告で、全資産の明細が把握できない方もしくは、該当資産なしで

提出の方（事業主）又は今年初めて申告される方（事業主） 

 （ア）申告書の所定の項目を正確に記入してください。 

 （イ）該当資産がない場合は、その旨を備考欄に記入してください。 

（３） 種類別明細書（増加資産・全資産用）（第２６号様式別表）について 

 ア 令和７年度の申告で、全資産の明細が把握できた方（事業主） 

 （ア）明細書には全資産（令和６年までに取得された資産）が電算処理により打ち出

してあります。 

 （イ）前年中（令和７年中）に取得された資産は、白紙の種類別明細書（増加資産・

全資産用）の１行目から記入してください。なお、資産コードの記入は必要あり

ません。 

 （ウ）前年中（令和７年中）に減少した資産のある場合は、該当資産を抹消し、摘要

欄に減少理由（売却、廃棄など）及び減少年月を記入してください。 

 （エ）部分訂正は、電算処理により打ち出してある該当部分を抹消して、その上段に

記入してください。 

 イ 令和７年度の申告で、全資産の明細が把握できない方もしくは、該当資産なしで

提出の方（事業主）又は今年初めて申告される方（事業主） 

 （ア）明細書の所定の項目を正確に記入してください。 

 （イ）全資産を種類ごとに並べて小計を入れてください。なお、種類の異なる場合は

１行あけて記入してください。 

 （ウ）増加資産については、白紙の種類別明細書（増加資産・全資産用）の１行目か

ら記入してください。なお、資産コードの記入は必要ありません。 
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（４）償却資産申告書（償却資産課税台帳）の各欄の記載方法 

欄 記 載 方 法 ・ 留 意 事 項 

※所有者コード 記載する必要はありません。 

１ 住所 （又は 

納税通知書送達先） 

住所（又は納税通知書送達先）及び電話番号を正確に記載し、ふりがなを付

してください。また、ビル等に入居している場合は、ビル等の名称・階数・部

屋番号を記載してください。 
※原則として、主たる事務所の所在地を記載することになりますが、それ以外

の事務所で固定資産税等の事務を行っていれば当該事務所等の所在地を記載

することになります。 
２ 氏名 法人にあっ

てはその名称及び代

表者の氏名 

氏名を記載し、ふりがなを付してください。 
所有者が法人の場合には、その名称及び代表者の氏名を記載し、屋号があれ

ば記載してください。 

３ 個人番号又は法人

番号 
個人番号（１２桁）又は法人番号（１３桁）を記入してください。 

４ 事業種目 

（資本金等の金額） 

事業の種目を具体的に記載してください。また、法人にあっては、資本金・

出資金等の金額も記載してください。 
※２以上の事業を行う場合は、主たる事業を記載してください。 

５ 事業開始年月 
 個人の場合は事業を開始した年月、法人の場合は当該法人の設立年月を記載

してください。 
６ この申告に応答す

る者の係及び氏名 

 この申告について応答される方の係名、氏名及び電話番号を記載してくださ

い。 
７ 税理士等の氏名  経理を委託している税理士等の氏名及び電話番号を記載してください。 

８ 短縮耐用年数の 

承認 

法人税法又は所得税法の規定により、国税局長の承認を受け、耐用年数の短

縮を行っている資産の有無について該当する方を「○」で囲んでください。 
※「有」に該当する場合は、「承認通知書」の写しを添付してください。 

９ 増加償却の届出 

 税務署長に増加償却の届出を行っている資産の有無について該当する方を

「○」で囲んでください。 
※「有」に該当する場合は、「届出書」の写しを添付してください。 

１０ 非課税該当資産 
 非課税に該当する資産の有無について、該当する方を「○」で囲んでくださ

い。なお、非課税に該当する資産の価格等は、この申告に含めないでください。 

１１ 課税標準の特例 
 課税標準の特例に該当する資産の有無について、該当する方を「○」で囲ん

でください。 
１２ 特別償却又は 

圧縮記帳 

 圧縮記帳の有無について、該当する方を「○」で囲んでください。 
※償却資産の評価においては、特別償却及び圧縮記帳は認められていません。 

１３ 税務会計上の 

償却方法 
 税務会計上の償却方法について、該当する方を「○」で囲んでください。 

１４ 青色申告 
 法人税法又は所得税法の規定による青色申告の有無について、該当する方を

「○」で囲んでください。 
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欄 記 載 方 法 ・ 留 意 事 項 

１５ 町内における事

業所等資産の所在

地 

 申告先の同一町内における事業所等資産の所在地を記載してください。ま

た、２以上の事業所等資産の所在地がある場合には、それぞれの所在地名を記

載し、その主たる番号を「○」で囲んでください。 
※事業所等資産の所在地が「１」と同一の場合は、記載の必要はありません。 

１６ 借用資産の有無 
 借用資産の有無について、該当する方を「○」で囲んでください。 
なお、借用資産がある場合には、貸主の名称等を記載してください。 

１７ 事業所用家屋の 

所有区分 
 事業所用家屋の所有区分について、該当する方を「○」で囲んでください。 

１８ 備考 

  （添付書類等） 

 次のような事項を記載してください。 
①「増加償却の届出書」等添付した書類の名称 
②非課税に該当する資産を所有している場合は、その適用条項 
③償却資産が災害その他の事故により著しく損傷したこと、その他これに類す

る特別の事情があり、かつ、その価額が著しく低下した場合には、その価額

の低下の程度 
④前年中に所有者の住所又は名称等に異動があった場合の異動年月日及び旧

住所、旧氏名又は旧名称等の参考となる事項 
⑤納税管理人を定めている場合は、その者の住所、氏名 
⑥その他申告に必要な事項及び償却資産の評価について参考となるべき事項 
⑦該当資産がない場合は「資産なし」と記載 

取 
 
 

得 
 

 

価 
 
 

額 

前年前に取得 

したもの（イ） 
 前年前に取得した資産の取得価額の合計額を種類別に記載してください。 

前年中に減少 

したもの（ロ） 
 前年中に減少した資産の取得価額の合計額を種類別に記載してください。 

前年中に取得 

したもの（ハ） 
 前年中に取得した資産の取得価額の合計額を種類別に記載してください。 

計（イ－ロ＋ハ） 

（ニ） 

 （イ－ロ＋ハ）によって算出した取得価額の合計額を資産の種類別に記載し

てください。 

評価額（ヘ） 
 記載の必要はありません。 
※電算処理による全資産申告を行う場合は、記載してください。 

決定価格（ト） 
記載の必要はありません。 

※電算処理による全資産申告を行う場合は、記載してください。 

課税標準額（チ） 
 記載の必要はありません。 
※電算処理による全資産申告を行う場合は、記載してください。 
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別表１ 


